
 

  ○当面記録する統計調査 
    「事業所母集団データベースの整備方針」の20統計調査に、商業動態統計調査を追加し、21統計 
    調査として「事業所母集団データベース運用管理規程（案）」を各府省と合意 

  ○収録する調査項目 
    経済センサスと共通する調査項目について定義の相違等を分析・検討 
    資料：「各統計調査の収録項目について」 

統計調査結果の記録に向けた取組について 

これまでの取組 

 
  ○当面記録する統計調査 
    今年度受領予定の統計調査は16統計調査、経済センサスを除く残りの３調査（農林業センサス、 
    漁業センサス、商業統計調査）は周期調査    
     資料：「ビジネスレジスターに当面記録する21統計調査結果の公表（提供）時期について」 

  ○収録する調査項目 

    経済センサスと定義が異なる調査項目も含めて収録を検討 
     例 常用雇用者数：「従業員数」を常用雇用者と臨時雇用者に分離できない 
             （エネルギー消費統計調査など） 
       費用：関連する保有項目は「原材料等使用額」のみである 
             （工業統計調査） 
       産業小分類：産業分類の項目は保有していないが、個票種類から分類コードを付与 
             （学校基本調査など）  

  ○共通事業所コードの保持 

    各府省の統計調査における共通事業所コード保持の状況を確認 
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